
大
阪
府
条
例
第
百
八
号 

大
阪
府
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例 

目
次 

 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

 

第
二
章 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
に
関
す
る
基
準
（
第
四
条
） 

第
三
章 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 
 

第
一
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
五
条
―
第
七
条
） 

 
 

第
二
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
八
条
・
第
九
条
） 

 
 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
十
条
―
第
六
十
条
） 

 

附
則 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十

六
条
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障

害
者
支
援
施
設
の
指
定
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
の
用
語
の
意
義
は
、
法
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者

支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

七
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
意
向
、
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情

を
踏
ま
え
た
支
援
の
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
利
用
者
に
対
し
て
施
設
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ

の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
利
用
者
に
対
し
て
適
切
か
つ
効
果
的
に
施
設
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
利
用
者
の
立

場
に
立
っ
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者

を
置
く
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す

る
等
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
章 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
に
関
す
る
基
準 

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
者
） 

第
四
条 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六

条
第
三
項
第
一
号
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
法
人
と
す
る
。 

第
三
章 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 
 

 
 

第
一
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
配
置
の
基
準
） 



第
五
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 
生
活
介
護
を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
そ
の
員
数 

 
 

イ 
医
師 

利
用
者
に
対
し
て
日
常
生
活
上
の
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行
う
た

め
に
必
要
な
数 

 
 

ロ 

看
護
従
業
者
（
保
健
師
又
は
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
生
活
支
援
員
（
利
用
者
の
生
活
を
支
援
す
る
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 
 

ハ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 

二 

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

令
第
十
九
号
）
第
六
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
そ
の
員
数 

イ 

看
護
従
業
者
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
生
活
支
援
員 

規
則
で
定
め
る

員
数 

ロ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 

三 

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
第
六
条
の
六
第
二
号
に
規
定

す
る
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
従

業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
そ
の
員
数 

 
 

イ 

生
活
支
援
員 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 
 

ロ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 

四 

就
労
移
行
支
援
を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
そ
の
員
数 

 
 

イ 

職
業
指
導
員
（
利
用
者
に
職
業
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
生
活
支
援
員 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 
 

ロ 

就
労
支
援
員
（
利
用
者
の
就
職
を
支
援
す
る
者
を
い
う
。
） 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 
 

ハ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 

五 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
第
六
条
の
十
第
二
号
に
規
定
す

る
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
従
業
者
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
そ
の
員
数 

 
 

イ 

職
業
指
導
員
及
び
生
活
支
援
員 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 
 

ロ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 

六 

施
設
入
所
支
援
を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
そ
の
員
数 

 
 

イ 

生
活
支
援
員 

規
則
で
定
め
る
員
数 

 
 

ロ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者 

規
則
で
定
め
る
員
数 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
従
業
者
は
、
生
活
介
護
の
単
位
（
同
時
に
一

又
は
複
数
の
利
用
者
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
施
設
入
所
支
援
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
生
活
介
護
若
し
く
は
当
該
施
設



入
所
支
援
を
行
う
者
又
は
専
ら
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
、
就
労

移
行
支
援
若
し
く
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
施

設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
従
業
者
の
員
数
に
関
す
る
特
例
） 

第
六
条 
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
、
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
を

い
う
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
（
同
法
第
二
十
四
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
を
い
う
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
指
定
入
所
支
援
（
同
項
に
規
定
す
る

指
定
入
所
支
援
を
い
う
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を
同
一
の
施
設
に
お
い
て
一
体
的
に

行
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
並
び
に
指
定
障
害

児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年

大
阪
府
条
例
第
百
五
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ

て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。 

（
従
た
る
事
業
所
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
特
例
） 

第
七
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
お
け
る
主
た
る
事
業
所
（
次

項
に
お
い
て
「
主
た
る
事
業
所
」
と
い
う
。
）
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う
事
業
所
（
次

項
に
お
い
て
「
従
た
る
事
業
所
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

従
た
る
事
業
所
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
た
る
事
業
所
及
び
従
た
る
事
業
所
の

従
業
者
（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
は
、
こ
れ
ら
の

事
業
所
に
常
時
勤
務
し
、
専
ら
こ
れ
ら
の
事
業
所
の
業
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 
 

第
二
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
設
備
の
基
準
） 

第
八
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

訓
練
及
び
作
業
室 

 

二 

居
室 

 

三 

食
堂 

 

四 

浴
室 

 

五 

洗
面
所 

 

六 

便
所 

 

七 

相
談
室 

 

八 

多
目
的
室 

 

九 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
上
必
要
な
設
備 

２ 

前
項
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準

と
す
る
。 

一 

訓
練
及
び
作
業
室 

次
に
掲
げ
る
基
準 

イ 

専
ら
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

ご
と
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供



に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ロ 

訓
練
又
は
作
業
に
支
障
が
な
い
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。 

ハ 

訓
練
又
は
作
業
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。 

二 
居
室 

次
に
掲
げ
る
基
準 

イ 
一
の
居
室
の
定
員
は
、
四
人
以
下
と
す
る
こ
と
。 

ロ 

地
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

ハ 

利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
（
収
納
設
備
等
に
係
る
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
）

は
、
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ニ 

寝
台
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

ホ 

一
以
上
の
出
入
口
は
、
避
難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け

る
こ
と
。 

ヘ 

必
要
に
応
じ
て
利
用
者
の
身
の
回
り
品
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
備
え

る
こ
と
。 

ト 

緊
急
の
連
絡
の
た
め
の
ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

三 

食
堂 

次
に
掲
げ
る
基
準 

イ 

食
事
の
提
供
に
支
障
が
な
い
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。 

ロ 

必
要
な
備
品
を
備
え
る
こ
と
。 

四 

浴
室 

利
用
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

五 

洗
面
所
及
び
便
所 

次
に
掲
げ
る
基
準 

イ 

居
室
の
あ
る
階
ご
と
に
設
け
る
こ
と
。 

ロ 

利
用
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

六 

相
談
室 

秘
密
の
保
持
の
た
め
、
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。 

七 

廊
下 

次
に
掲
げ
る
基
準 

イ 

幅
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
両
側
に
居
室
等
が
あ
る
廊

下
に
あ
っ
て
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ロ 

廊
下
の
一
部
の
幅
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
、
従
業
者
等
の
円
滑
な
通
行

に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

３ 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り

師
又
は
き
ゅ
う
師
の
養
成
施
設
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
障
害
者
支
援
施
設
が
就
労
移
行

支
援
を
行
う
場
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は

り
師
又
は
き
ゅ
う
師
に
係
る
養
成
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す

る
。 

４ 

第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
相
談
室
及
び
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
多
目
的
室
と
が
相
互
に
効

用
を
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ
て
利
用
者
へ
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て

支
障
が
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
か
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き

る
。 

（
設
備
に
関
す
る
特
例
） 

第
九
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
、
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
指
定
障
害
児
入
所
施

設
等
の
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
指
定
入
所
支
援
と
を
同
一
の
施



設
に
お
い
て
一
体
的
に
行
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の

指
定
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
設
備
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
条
の
基
準
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
重
要
事
項
の
説
明
等
） 

第
十
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
支
給
決
定
障
害
者
が
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

の
申
込
み
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
の
申
込
み
を
し
た
者
（
以
下
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）

に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
当
該
申
込
者
に
対
し
、
提
供
す
る

施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
の
概
要
、

従
業
者
の
勤
務
体
制
、
契
約
の
内
容
そ
の
他
申
込
者
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に

資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
施
設
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
開
始
に
つ
い
て
当
該
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
交
付
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
障
害
の
特
性

に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
契
約
支
給
量
の
報
告
等
） 

第
十
一
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
き
は
、
当

該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
内
容
、
支
給
決
定
障
害
者
に
提
供
す
る
こ
と
を

契
約
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
支
給
量
（
次
項
に
お
い
て
「
契
約
支
給

量
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
給
者
証
記
載
事
項
」

と
い
う
。
）
を
支
給
決
定
障
害
者
の
受
給
者
証
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
契
約
支
給
量
の
総
量
は
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
の
支
給
量
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
契
約
を
し
た
と
き

は
、
受
給
者
証
記
載
事
項
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
市
町
村
に
対
し
遅
滞
な
く
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
受
給
者
証
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

第
十
二
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

（
連
絡
調
整
に
対
す
る
協
力
） 

第
十
三
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て
、
市
町

村
又
は
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
が
行
う
連
絡
調
整

に
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
困
難
時
の
対
応
） 

第
十
四
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
（
生

活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
に
係
る
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
等

を
勘
案
し
、
申
込
者
に
対
し
自
ら
適
切
な
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓



練
（
生
活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
た
場
合
は
、
適
当
な
他
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
申
込
者
が
療
養
を
必
要
と
す
る
場
合
そ
の
他
申
込
者
に
対
し

自
ら
適
切
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
適
当
な
病
院
又
は

診
療
所
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
受
給
資
格
の
確
認
） 

第
十
五
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場

合
は
、
利
用
者
の
提
示
す
る
受
給
者
証
に
よ
っ
て
、
支
給
決
定
の
有
無
、
支
給
決
定
を
さ
れ

た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
、
支
給
決
定
の
有
効
期
間
、
支
給
量
等
を
確
か
め
る
も

の
と
す
る
。 

（
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
援
助
） 

第
十
六
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け

て
い
な
い
者
か
ら
利
用
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
利
用
者
の
意
向
を
踏
ま
え
て
、
速
や

か
に
、
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
の
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
支
給
決
定
に
通
常
要
す
べ

き
標
準
的
な
期
間
を
考
慮
し
、
支
給
決
定
の
有
効
期
間
の
終
了
に
伴
う
介
護
給
付
費
又
は
訓

練
等
給
付
費
の
支
給
申
請
に
つ
い
て
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
者
の
心
身
の
状
況
等
の
把
握
） 

第
十
七
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
携
等
） 

第
十
八
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
及
び
家
庭
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
し
た
運
営
を
行
い
、
市
町
村
、
他
の
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
者
等
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
終
了
す
る
際
は
、
利
用

者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
適
切
な
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
） 

第
十
九
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓

練
）
又
は
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
を
行
う
場
合
に
は
、
従
業
者
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を

携
行
さ
せ
、
最
初
に
訪
問
す
る
と
き
及
び
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
提
示
す
べ
き
旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録
） 

第
二
十
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
お
い
て
施
設
入
所
支

援
を
受
け
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
際
は
、
当
該
施

設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
提
供
日
、
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、
当
該
施



設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
都
度
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
お
い
て
施
設
入
所
支
援
を
受

け
る
者
に
対
し
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
際
は
、
当
該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
提
供
日
、
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
際
し
て
は
、
提
供
し
た
施
設

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
支
給
決
定
障
害
者
か
ら
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
た
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
支
給
決
定
障
害
者
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
の
支
払
の
範
囲
等
） 

第
二
十
一
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
支
給
決
定
障
害
者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
直
接
利
用
者
の
便
益
を
増
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
支
給
決

定
障
害
者
に
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
費
用
の
額

並
び
に
支
給
決
定
障
害
者
に
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
支
給
決
定
障
害
者
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
） 

第
二
十
二
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
際
は
、
支

給
決
定
障
害
者
か
ら
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る

こ
と
と
す
る
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
た
際
は
、
支
給
決
定
障
害
者
か
ら
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
等
費
用
基
準
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
も
の
の
支
払
を
支
給
決
定
障
害
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

生
活
介
護
を
行
う
場
合 

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
費
用 

イ 

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用 

ロ 

創
作
的
活
動
に
係
る
材
料
費 

ハ 

日
用
品
費 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る
費
用
の
う

ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
支
給
決

定
障
害
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

二 

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
を
行
う
場
合 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
費
用 

イ 

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用 

ロ 

日
用
品
費 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
（
生
活

訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
の
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、

日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
支
給
決
定
障



害
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

三 

施
設
入
所
支
援
を
行
う
場
合 

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
費
用 

イ 

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
光
熱
水
費
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
が
利
用
者
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法

施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費

等
の
基
準
費
用
額
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
が
利
用
者
に
代
わ
り
当
該
指
定
障

害
者
支
援
施
設
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
）

を
限
度
と
す
る
。
） 

ロ 

令
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
特
別
な
居
室
（
国
若
し
く
は
地
方
公
共

団
体
の
負
担
若
し
く
は
補
助
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
受
け
て
建
築
さ
れ
、
買
収

さ
れ
、
又
は
改
造
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な

る
費
用 

ハ 

被
服
費 

ニ 

日
用
品
費 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
施
設
入
所
支
援
を
行
う
の
に
要
す
る
費
用

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
支

給
決
定
障
害
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

４ 

前
項
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
費
用
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
知
事

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
係
る
費
用
の
支
払
を
受
け
た
場

合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を
当
該
費
用
を
支
払
っ
た
支
給
決
定
障
害
者
に
対
し
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
第
三
項
の
費
用
に
係
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
支
給
決
定
障
害
者
に
対
し
、
当
該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
支
給
決
定
障
害
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
利
用
者
負
担
額
に
係
る
管
理
） 

第
二
十
三
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
支
給
決
定
障
害
者
（
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設

に
お
い
て
施
設
入
所
支
援
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
が
同
一
の
月
に
当
該
指
定
障
害
者
支
援

施
設
が
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を

受
け
た
と
き
は
、
当
該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に

係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
費
用
基
準
額
か
ら
当
該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び

当
該
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
き
法
第
二
十
九
条
第
三
項
（
法
第
三
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
介
護

給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利

用
者
負
担
額
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
市
町
村
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

当
該
支
給
決
定
障
害
者
及
び
当
該
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
し
た
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
支
給
決
定
障
害
者
（
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
お
い
て

施
設
入
所
支
援
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
の
依
頼
を
受
け
て
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
が
同

一
の
月
に
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
他
の

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
他
の

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
市

町
村
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
及
び
当
該
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
を
提
供
し
た
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
に
係
る
通
知
等
） 

第
二
十
四
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
に
よ
り
市
町
村
か
ら
施
設
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、
支
給
決

定
障
害
者
に
対
し
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
に
係
る
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
第
二
十
二
条
第
二
項
の
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
施
設
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
内
容
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し
た

証
明
書
を
支
給
決
定
障
害
者
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
方
針
） 

第
二
十
五
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
次
条
に
規
定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画

に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
そ
の
者
に
対
し
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
適
切
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
必
要
な

注
意
を
払
い
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
従
業
者
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
上
で
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
そ
の
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
評
価
を
行

い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画
） 

第
二
十
六
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
第
三
条
第
一
項
の
計
画
（
以
下
「
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
い

う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
責
務
） 

第
二
十
七
条 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計

画
の
作
成
に
関
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

申
込
者
の
利
用
に
際
し
、
そ
の
者
が
現
に
利
用
し
、
又
は
利
用
し
て
い
た
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
当
該
指
定

障
害
者
支
援
施
設
以
外
の
場
所
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等

を
把
握
す
る
こ
と
。 



二 

利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら
し
、
利
用
者
が
自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
定
期
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
自
立
し
た
日

常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
利
用
者
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
こ

と
。 

三 

他
の
従
業
者
に
対
す
る
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。 

（
相
談
等
） 

第
二
十
八
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
的
確
に
応

じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
が
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
以
外
の
施
設
に
お
い

て
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
、
就

労
継
続
支
援
Ａ
型
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
第
六
条
の
十
第
一
号
に
規
定
す
る
就
労

継
続
支
援
Ａ
型
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
利
用
を
希
望
す
る
場

合
に
は
、
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
利
用
の
調
整
等
必
要
な
援
助
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
介
護
） 

第
二
十
九
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
、
利
用
者
の
自
立

の
支
援
及
び
日
常
生
活
の
充
実
に
資
す
る
よ
う
、
適
切
な
技
術
を
も
っ
て
介
護
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
入
所
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ

り
、
利
用
者
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
し
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
又
は
施
設
入
所
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利

用
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
排
せ
つ
の
自
立
に
つ
い
て
知
事
が
定

め
る
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
又
は
施
設
入
所
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
お

む
つ
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
利
用
者
の
お
む
つ
を
適
切
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
又
は
施
設
入
所
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利

用
者
に
対
し
、
離
床
、
着
替
え
、
整
容
等
の
介
護
に
つ
い
て
知
事
が
定
め
る
援
助
を
適
切
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
常
時
一
人
以
上
の
従
業
者
を
介
護
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

７ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
に
対
し
て
、
利
用
者
の
負
担
に
よ
り
、
当
該
指
定
障

害
者
支
援
施
設
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
訓
練
） 

第
三
十
条 

前
条
第
一
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
行
う

訓
練
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
、
就
労

移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
に
対
し
、
自
立
し
た

日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
心
身
の
特
性
に
応
じ
た

知
事
が
定
め
る
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



（
生
産
活
動
） 

第
三
十
一
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援

Ｂ
型
に
お
け
る
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
、
製
品
及
び
サ
ー

ビ
ス
の
需
給
状
況
等
を
考
慮
し
て
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
又
は
就
労
移
行
支
援
に
お
け
る
生
産
活
動
の
機
会

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
生
産
活
動
に
従
事
す
る
者
の
作
業
時
間
、
作
業
量
等
が
そ
の
者
に

過
重
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
又
は
就
労
移
行
支
援
に
お
け
る
生
産
活
動
の
機
会

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
生
産
活
動
の
能
率
の
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
利
用
者
の
障
害
の

特
性
等
を
踏
ま
え
た
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
又
は
就
労
移
行
支
援
に
お
け
る
生
産
活
動
の
機
会

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
防
じ
ん
設
備
又
は
消
火
設
備
の
設
置
等
生
産
活
動
を
安
全
に
行
う

た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
工
賃
の
支
払
等
） 

第
三
十
二
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
生
活
介
護
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援

Ｂ
型
に
お
い
て
行
わ
れ
る
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
る
者
に
、
当
該
生
活
介
護
、
就
労
移
行

支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
生
産
活
動
に

係
る
事
業
の
収
入
の
額
か
ら
生
産
活
動
に
係
る
事
業
に
必
要
な
費
用
の
額
を
控
除
し
た
額

に
相
当
す
る
金
額
を
工
賃
と
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
利
用
者
に
対
し
支
払
わ
れ
る
一
月
当
た
り
の
工
賃
の
平
均
額
（
以
下
「
工
賃
の
平
均

額
」
と
い
う
。
）
を
、
三
千
円
を
下
回
る
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自

立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、
工
賃
の
水
準
を
高
め
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
年
度
ご
と
に
、

工
賃
の
平
均
額
の
目
標
水
準
を
設
定
し
、
当
該
工
賃
の
平
均
額
の
目
標
水
準
及
び
前
年
度
に

利
用
者
に
対
し
支
払
わ
れ
た
工
賃
の
平
均
額
を
利
用
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
知
事
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
前
項
の
利
用
者
に
対
し
支
払
わ
れ
た
工
賃
の
平
均
額
が
三
千

円
を
下
回
っ
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
工
賃
の
水
準
を
高
め
る
た
め
の

計
画
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
実
習
の
実
施
） 

第
三
十
三
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
移
行
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者

が
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い
て
実
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
実
習
の
受

入
先
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
施

設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い
て
実
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
実
習
の
受
入
先

の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
前
二
項
の
実
習
の
受
入
先
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
職



業
安
定
所
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
就

業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
別
支
援
学
校
等
の
関
係
機
関
と
連
携

し
て
、
利
用
者
の
意
向
及
び
適
性
を
踏
ま
え
て
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
求
職
活
動
の
支
援
等
の
実
施
） 

第
三
十
四
条 
指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
移
行
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
職

業
安
定
所
で
の
求
職
の
申
込
み
そ
の
他
の
利
用
者
が
行
う
求
職
活
動
を
支
援
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
職
業
安

定
所
で
の
求
職
の
申
込
み
そ
の
他
の
利
用
者
が
行
う
求
職
活
動
の
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、
特
別
支
援
学
校
等
の
関

係
機
関
と
連
携
し
て
、
利
用
者
の
意
向
及
び
適
性
に
応
じ
た
求
人
の
開
拓
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
職
場
へ
の
定
着
の
た
め
の
援
助
の
実
施
） 

第
三
十
五
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
移
行
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者

の
職
場
へ
の
定
着
を
促
進
す
る
た
め
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関

と
連
携
し
て
、
利
用
者
が
就
職
し
た
日
か
ら
六
月
以
上
、
職
業
生
活
に
お
け
る
相
談
等
の
援

助
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
職

場
へ
の
定
着
を
促
進
す
る
た
め
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関
と
連

携
し
て
、
利
用
者
が
就
職
し
た
日
か
ら
六
月
以
上
、
職
業
生
活
に
お
け
る
相
談
等
の
援
助
の

継
続
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
就
職
状
況
の
報
告
） 

第
三
十
六
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
就
労
移
行
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
毎
年
、

前
年
度
に
お
け
る
就
職
し
た
利
用
者
の
数
、
就
職
し
た
者
の
定
着
の
状
況
そ
の
他
の
就
職
に

関
す
る
状
況
を
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
食
事
） 

第
三
十
七
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
入
所
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
正
当
な

理
由
が
な
く
、
食
事
の
提
供
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
に

対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
食
事
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
及
び
嗜 し 

好
を
考
慮
し
、
適
切
な
時
間
に
食
事
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
利
用
者
の
年
齢
及
び
障
害

の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容
の
食
事
の
提
供
を
行
う
た
め
、
必
要
な
栄
養
管

理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
障
害
者
支
援
施



設
に
栄
養
士
を
置
か
な
い
と
き
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
成
分
量
の
算
定
及
び
調
理
の
方
法

に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
社
会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
等
） 

第
三
十
八
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
適
宜
利
用
者
の
た
め
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動

を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
が
日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
行
政
機
関
に
対
し

て
行
う
申
請
、
届
出
等
の
手
続
に
つ
い
て
、
そ
の
者
又
は
そ
の
家
族
が
行
う
こ
と
が
困
難
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
代
わ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
常
に
利
用
者
の
家
族
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
利
用
者

と
そ
の
家
族
と
の
交
流
等
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
健
康
管
理
） 

第
三
十
九
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
常
に
利
用
者
の
健
康
の
状
況
に
注
意
す
る
と
と
も

に
、
健
康
保
持
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
入
所
支
援
の
利
用
者
に
対
し
て
、
毎
年
二
回
以
上
定
期

に
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
急
病
時
等
の
対
応
） 

第
四
十
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
従
業
者
は
、
現
に
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

行
っ
て
い
る
と
き
に
利
用
者
が
疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合
は
、
速
や
か
に

医
療
機
関
へ
の
連
絡
を
行
う
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
施
設
入
所
支
援
利
用
者
の
入
院
期
間
中
の
取
扱
い
） 

第
四
十
一
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
入
所
支
援
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
病
院
又
は

診
療
所
に
入
院
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
入
院
後
お
お
む
ね
三
月
以
内
に
退
院

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な

便
宜
を
供
与
す
る
と
と
も
に
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
退
院
後
再
び
当

該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
施
設
入
所
支
援
を
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
の
管
理
） 

第
四
十
二
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
が
利
用
者

に
係
る
令
第
三
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
金
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受

け
た
金
銭
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
者
に
係
る
金
銭
」
と
い
う
。
）
を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

利
用
者
に
係
る
金
銭
を
当
該
利
用
者
の
そ
の
他
の
財
産
と
区
分
す
る
こ
と
。 

二 

利
用
者
に
係
る
金
銭
を
給
付
金
の
支
給
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
。 

三 

利
用
者
に
係
る
金
銭
の
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
記
録
を
整
備
す
る
こ
と
。 

四 

当
該
利
用
者
が
退
所
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
利
用
者
に
係
る
金
銭
の
残
余
の
額

を
当
該
利
用
者
に
交
付
す
る
こ
と
。 

（
支
給
決
定
障
害
者
に
関
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
） 

第
四
十
三
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
て
い
る



支
給
決
定
障
害
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付

し
て
そ
の
旨
を
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
正
当
な
理
由
な
し
に
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い

こ
と
に
よ
り
、
障
害
の
状
態
等
を
悪
化
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

二 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
を
受
け
、
又
は

受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。 

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
等
） 

第
四
十
四
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
専
ら
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
他
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
又
は
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設

以
外
の
事
業
所
、
施
設
等
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
従
業
者
及
び
業
務

の
管
理
そ
の
他
の
管
理
を
、
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
従
業
者
に
こ
の
章

の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
運
営
規
程
） 

第
四
十
五
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

に
関
す
る
規
程
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
業
務
の
内
容 

三 

提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

四 

提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
対
象
と
す
る
主
た
る
障
害
の
種

類
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
障
害
の
種
類 

五 

提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
利
用
定
員 

六 

提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
内
容
並
び
に
支
給
決
定
障
害
者

か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
及
び
額 

七 

昼
間
実
施
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
営
業
日
及
び
営
業
時
間 

八 

昼
間
実
施
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域 

九 

施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

十 

利
用
者
の
急
病
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

十
一 

非
常
災
害
対
策 

十
二 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十
三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
勤
務
体
制
の
整
備
等
） 

第
四
十
六
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
従
業
者
の

勤
務
の
体
制
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
指
定
障
害

者
支
援
施
設
の
従
業
者
に
よ
っ
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。
た
だ
し
、
利
用
者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
定
員
の
遵
守
） 

第
四
十
七
条 
指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
そ
れ
ぞ

れ
の
利
用
定
員
及
び
居
室
の
定
員
を
超
え
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待
を
受
け
た
障
害
者
の
保
護
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
四
十
八
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
知
事
が

定
め
る
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
災
害
対
策
に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
作
成
し
、
関
係

機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
の
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
を
定
期
的
に
従
業
者

に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
助
等
の
訓

練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
四
十
九
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
使
用
す
る
設
備
及
び
飲
用
水
に
つ
い
て
、

衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
知
事
が
定
め
る
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

健
康
管
理
等
に
必
要
と
な
る
機
械
器
具
等
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒

が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
知
事
が
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
医
療
機
関
と
の
間
の
協
力
体
制
等
） 

第
五
十
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
が
疾
病
に
か
か
る
こ
と
等
に
備
え
、
あ
ら
か

じ
め
、
医
療
機
関
と
の
間
に
協
力
体
制
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
歯
科
診
療
を
行
う
医
療
機
関
と
の
間
に
協
力

体
制
を
整
備
し
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
掲
示
） 

第
五
十
一
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運

営
規
程
の
概
要
、
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
第
一
項
の
医
療
機
関
及
び
同
条
第
二
項
の

歯
科
診
療
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
等
そ
の
他
の
申
込
者
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
身
体
の
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
五
十
二
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合

を
除
き
、
身
体
の
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
拘
束
等
」

と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
身
体
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ

の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
五
十
三
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
従
業
者
及
び
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ

の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
従
業
者
及
び
管
理
者
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
知
事

が
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
て
、
利
用

者
又
は
そ
の
家
族
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
に
よ
り
当
該
利
用

者
又
は
そ
の
家
族
の
同
意
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
の
提
供
等
） 

第
五
十
四
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
者
が
、
適
切
か
つ
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施

設
が
実
施
す
る
事
業
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
虚
偽
の
又
は
誇
大
な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
利
益
供
与
等
の
禁
止
） 

第
五
十
五
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事

業
を
行
う
者
若
し
く
は
他
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
に
対
し
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償

と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う

者
若
し
く
は
他
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
か
ら
、
利
用
者
又
は

そ
の
家
族
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て

は
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
五
十
六
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す

る
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受

け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
苦
情
の
内
容

等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若

し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら
の
質
問
若
し
く
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設

備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら

の
苦
情
に
関
し
て
市
町
村
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
か
ら
指
導
又
は
助

言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
法
第
十



一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
う
報
告
若
し
く
は
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
の
記
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら

の
質
問
に
応
じ
、
及
び
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
知
事
が
行
う
調
査
に

協
力
す
る
と
と
も
に
、
知
事
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言

に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
法
第
四

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ

の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら
の
質
問
若
し
く
は
指
定

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
利
用

者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る

と
と
も
に
、
知
事
又
は
市
町
村
長
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は

助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
知
事
、
市
町
村
又
は
市
町
村
長
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
前
三
項
の
改
善
の
内
容
を
知
事
、
市
町
村
又
は
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

７ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会

が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
同
条
第
二
項
の
あ
っ
せ
ん
に

で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
域
と
の
交
流
） 

第
五
十
七
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
と
の
連
携

及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
故
発
生
時
の
対
応
） 

第
五
十
八
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
府
、
市
町
村
、
当
該
利
用
者
の
家
族
等
に
連
絡
を
行

う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
行
っ
た
処
置
に
つ

い
て
、
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り

賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
会
計
の
区
分
） 

第
五
十
九
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

に
経
理
を
区
分
す
る
と
と
も
に
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
事
業
の
会
計
を
そ
の
他
の
事
業

の
会
計
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
録
等
の
整
備
） 

第
六
十
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
従
業
者
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
台
帳
等

を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
記
録
等
を
整
備
し
、
当
該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
日
か
ら
五

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
記



録 

二 

施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画 

三 
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録 

四 
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
拘
束
等
の
記
録 

五 

第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録 

六 

第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
行
っ
た
処
置
に

つ
い
て
の
記
録 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
多
目
的
室
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
附
則
第
三
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
。

以
下
「
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生

施
設
の
う
ち
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の

（
以
下
「
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
」
と
い
う
。
）
、
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
条
に

規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
の
う
ち
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項

の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
（
以
下
「
指
定
身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
の
う
ち
旧
身

体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
（
障
害
者
自
立
支
援

法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
整
備
省
令
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
廃
止
前
の
指
定

身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令

第
七
十
九
号
。
以
下
「
旧
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三

号
イ
に
規
定
す
る
指
定
特
定
身
体
障
害
者
入
所
授
産
施
設
に
限
る
。
以
下
「
指
定
特
定
身
体

障
害
者
授
産
施
設
」
と
い
う
。
）
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
。
以
下
「
旧
知
的
障

害
者
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
の
う
ち

旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
（
整
備
省
令

に
よ
る
廃
止
前
の
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
一
号
。
以
下
「
旧
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
指
定
知
的
障
害
者
入
所
更
生
施
設
に
限
る
。
以
下

「
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
」
と
い
う
。
）
、
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
七
に

規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
う
ち
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一

項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
（
旧
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準
第
二
条
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
指
定
特
定
知
的
障
害
者
入
所
授
産
施
設
に
限
る
。
以
下
「
指
定
特
定
知
的
障
害

者
授
産
施
設
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す

る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
の
う
ち
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
指
定



を
受
け
て
い
る
も
の
（
以
下
「
指
定
知
的
障
害
者
通
勤
寮
」
と
い
う
。
）
又
は
法
附
則
第
四

十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

た
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
（
以
下
「
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
」
と
い
う
。
）
若

し
く
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
授
産
施
設
（
整
備
省
令
に
よ
る
廃
止
前
の
精

神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八

十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
通
所
授
産
施
設
及
び
同
条
第
二
号

に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
小
規
模
通
所
授
産
施
設
を
除
く
。
以
下
「
精
神
障
害
者
授
産
施
設
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
施

設
の
建
物
（
基
本
的
な
設
備
が
完
成
し
て
い
る
も
の
を
含
み
、
同
日
以
後
に
増
築
さ
れ
、
又

は
改
築
さ
れ
る
等
建
物
の
構
造
を
変
更
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
第
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
多
目
的
室
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
居
室
の
定
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
指
定
特
定

知
的
障
害
者
授
産
施
設
又
は
指
定
知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
お
い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
四
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
原
則
と
し

て
四
人
」
と
す
る
。 

（
居
室
面
積
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
指
定
身
体

障
害
者
療
護
施
設
（
旧
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準
附
則
第
三
条
の
適
用
を
受
け
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
、
指
定
特
定
身
体
障
害
者
授
産
施
設
、
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、

指
定
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
又
は
指
定
知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
お
い
て
施
設
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
ハ
中
「
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
」

と
あ
る
の
は
、
「
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。 

５ 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
又
は
精
神
障

害
者
授
産
施
設
に
お
い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

同
号
ハ
中
「
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、「
四
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。 

６ 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
若
し
く
は
指

定
特
定
身
体
障
害
者
授
産
施
設
で
あ
っ
て
旧
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準
附
則
第

二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
又
は
指
定
知

的
障
害
者
更
生
施
設
、
指
定
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
若
し
く
は
指
定
知
的
障
害
者
通
勤

寮
で
あ
っ
て
旧
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
に
お
い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
号
ハ
中
「
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
・
三
平
方
メ

ー
ト
ル
」
と
す
る
。 



７ 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お

け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
い
て
障
害
者
等
の

地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

七
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
（
以
下
「
旧
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
、
同
日
以
後
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
二
項
第
二

号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
ハ
中
「
九
・
九
平
方
メ
ー
ト

ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
障
害
者
支
援

施
設
と
な
っ
た
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
る
等
建
物
の
構
造
を
変
更
し
た
部
分
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
緊
急
の
連
絡
の
た
め
の
ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

８ 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
指
定
特
定

身
体
障
害
者
授
産
施
設
、
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
指
定
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
、

指
定
知
的
障
害
者
通
勤
寮
、
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
又
は
精
神
障
害
者
授
産
施
設
に
お

い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
物
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
ト
の
緊
急
の
連
絡
の
た
め
の
ブ
ザ
ー
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
旧
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
で
あ
っ
て
、

同
日
以
後
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
八
条
第
二
項

第
二
号
ト
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
な
っ
た
後
に
増
築

さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
る
等
建
物
の
構
造
を
変
更
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

（
廊
下
幅
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

10 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
指
定

特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
に
お
い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
一
・
五
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
」

と
す
る
。 

11 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
指
定
知
的
障
害
者
通
勤
寮
、
精
神
障
害
者

生
活
訓
練
施
設
又
は
精
神
障
害
者
授
産
施
設
に
お
い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
八
条
第
二
項
第

七
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

12 

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
指
定
身
体

障
害
者
療
護
施
設
、
指
定
特
定
身
体
障
害
者
授
産
施
設
、
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は

指
定
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
に
お
い
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
八
条
第
二
項
第
七
号
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。 

13 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
に
お
い
て
存
し
て
い
た
旧
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
で
あ
っ

て
、
同
日
以
後
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
八
条
第

二
項
第
七
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
な
っ
た
後
に
増



築
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
る
等
建
物
の
構
造
を
変
更
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 


